
【別紙資料１】

要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

基 個室 ７８８円 ８６３円 ９２８円 ９８５円 １，０４０円

本 ２人、４人部屋 ８７１円 ９４７円 １，０１４円 １，０７２円 １，１２５円

項目 金額

夜勤職員勤務条件基準を満たさない場合の減算 ９７/１００

入所定員の超過、又は職員等の欠員減算 ７０/１００

身体拘束廃止未実施減算 　　　９０/１００

安全管理体制未実施減算 ―５

栄養ケア・マネジメントを実施していない場合 ―１４

高齢者虐待防止措置未実施加算 ―１/１００

業務継続計画未策定減算 ―３/１００

夜勤職員配置加算 ２４円/１日

短期集中リハビリテーション実施加算（Ⅰ） ２５８円/１日

短期集中リハビリテーション実施加算（Ⅱ） ２００円/１回

認知症短期集中リハビリテーション実施加算 ２４０円/１日

認知症短期集中リハビリテーション実施加算 １２０円/１日

在宅復帰・在宅療養支援機能加算（Ⅱ） ５１円/１日

外泊時費用 ３６２円/1日

ターミナルケア加算 ７２円/１日

ターミナルケア加算 １６０円/１日

ターミナルケア加算 ９１０円/１日

ターミナルケア加算 １，９００円/１日

初期加算（Ⅰ） ６０円/１回

初期加算（Ⅱ） ３０円/１日

退所時栄養情報連携加算 ７０円/１回

再入所時栄養連携加算 ２００円/１回

入退所前連携加算（Ⅰ） ６００円/１回

入退所前連携加算（Ⅱ） ４００円/１回

退所時情報提供加算（Ⅰ） ５００円/１回

退所時情報提供加算（Ⅱ） ２５０円/１回

訪問看護指示加算 ３００円/１回

協力医療機関連携加算（１） １００円/１月

栄養マネジメント強化加算 １１円/１日

経口移行加算 ２８円/１日

経口維持加算Ⅰ ４００円/１月

経口維持加算Ⅱ 100円/１月

口腔衛生管理加算Ⅰ ９０円/１月

口腔衛生管理加算Ⅱ １１０円/１月

療養食加算 ６円/１食 医師の指示箋に基づく療養食を提供した場合

かかりつけ医連携薬剤調整加算（Ⅰ）イ １４０円/１回

かかりつけ医連携薬剤調整加算（Ⅰ）ロ ７０円/１回

かかりつけ医連携薬剤調整加算（Ⅱ） ２４０円/１回

かかりつけ医療連携薬剤調整加算（Ⅲ） １００円/１回

緊急時治療管理・特定治療 ５１８円/１日

所定疾患施設療養費（Ⅰ） ２３９円/１日

所定疾患施設療養費（Ⅱ） ４８０円/１日

リハビリマネジメント計画書情報加算（Ⅰ） ５３円/１月

リハビリマネジメント計画書情報加算（Ⅱ） ３３円/１月

居宅へ退所場合、退所後の主治医に診療情報、心身の状況、生活歴等を示す情報を提供した場合

医療機関へ退所する場合、医療機関の主治医に入所者の心身の状況、生活歴等を示す情報を提供した場合

協力医療機関との間で、入所者等の同意を得て、入所者の病歴等の情報を共有する会議を定期的に開催

厚生労働省が定めた３項目を満たし、内服薬について療養上必要な指導を行った場合

（Ⅱ）を算定し、退所時の内服薬が入所時に比べて１種類以上減少していること

入所日から起算して３月以内の期間に短期集中リハビリテーションを行っていること

厚生労働省が定めた５項目を満たし、内服薬について療養上必要な指導を行った場合

（Ⅰ）イ又はロを算定し、情報を厚生労働省に提出し、必要な情報を活用していること

入所者又はその家族の同意を得て、ターミナルケアに係る計画を作成し、死亡日の前日及び前々日の期間の加算

入所者又はその家族の同意を得て、ターミナルケアに係る計画を作成し、死亡日の加算

加
算
料
金

厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たした場合

下記に加え、１ヶ月に１回以上評価を行い、情報を厚生労働省に提出し必要時計画を見直すこと

認知症者に対し在宅復帰に向けた生活機能の回復を評価した場合

下記に加え口腔衛生管理加算（Ⅱ）、栄養マネジメント強化加算を算定している場合

ＬＩＦＥに提出した情報を活用し、リハビリ計画について見直しを行い、内容について関係職種に共有する場合

急変した場合等、緊急時に必要な医学的処置を実施した場合

肺炎や尿路感染症等の疾病を発症した場合の施設内での対応。１月に７日を限度

医師が感染症対策に関する研修を受講し肺炎や尿路感染症等の疾病を発症した場合の施設内での対応。１月に１０日を限度

訪問看護が必要と認められ、訪問看護ステーションに対し指示書を交付した場合

栄養ケアマネジメントの取り組みを一層強化した場合

経菅より経口摂取へ栄養管理を行なう場合（医師の指示の基、１８０日を限度）

摂食機能障害や誤嚥を有する入所者に多職種共同で観察及び会議を行い、経口維持計画を作成する場合

経口維持加算Ⅰにおいて行う会議等に医師、歯科医師、歯科衛生士又は言語聴覚士が加わった場合

厚生労働大臣が定める５項目に適合し、入所者に対し歯科衛生士が口腔衛生の管理を行った場合

厚生労働大臣が定める５項目に適合し、情報を厚生労働省に提出し、必要な情報を活用していること

入所日から３０日以内の期間、１日につき加算

入所者が医療機関に入院し、施設入所時とは大きく異なる栄養管理が必要となった場合

入所前後３０日以内に居宅介護支援事業者と連携し退所後の居宅サービス等の利用方針を定めた場合

居宅介護支援事業者と連携して退所後の居宅サービスの調整を行った場合

急性期医療機関へ入院後３０日以内に退院し、入所した者について入所日から３０日以内の期間算定する

特別食を必要とする入所者又は低栄養状態にあると医師が判断した入所者に対し医療機関に情報提供した場合

厚生労働大臣が定める評価項目、算定要件に適合した場合

入所者に対して居宅における外泊を認めた場合（１月に６日限度）

入所者又はその家族の同意を得て、ターミナルケアに係る計画を作成し、死亡日以前３１日以上４５日以下の期間の加算

入所者又はその家族の同意を得て、ターミナルケアに係る計画を作成し、死亡日以前４日以上３０日以下の期間の加算

減
算

現行基準を満たしていない場合

現行基準を満たしていない場合

現行基準を満たしていない場合

現行基準を満たしていない場合

下記に加え、入所者の退所後の居宅等を訪問し、生活環境を踏まえた計画を作成していること

現行基準を満たしていない場合

現行基準を満たしていない場合

現行基準を満たしていない場合

【老人保健施設ミネルワ】

≪長期入所≫

利用料金表　＊１割負担の利用者様　　

☆保険給付内の自己負担金額（介護保険１割負担分）１日あたり

加算料金　

備考



褥瘡マネジメント加算（Ⅰ） ３円/１月

褥瘡マネジメント加算（Ⅱ） １3円/１月

排せつ支援加算（Ⅰ） 10円/１月

排せつ支援加算（Ⅱ） １５円/１月

排せつ支援加算（Ⅲ） ２０円/１月

自立支援促進加算 ３００円/１月

科学的介護推進体制加算（Ⅰ） ４０円/１月

科学的介護推進体制加算（Ⅱ） 6０円/１月

安全対策体制加算 ２０円/１回

高齢者施設等感染対策向上加算（Ⅰ） １０円/１月

高齢者施設等感染対策向上加算（Ⅱ） ５円/１月

新興感染症等施設療養費 ２４０円/１月１回５日限度

生産性向上推進体制加算（Ⅰ） １００円/１月

生産性向上推進体制加算（Ⅱ） １０円/１月

サービス提供強化加算（Ⅰ） ２２円/１日

介護職員処遇改善加算（Ⅰ）

第１段階 第２段階 第３段階① 第３段階② 第４段階

３００円 ３９０円 ６５０円 １,３６０円 １，４４５円

０円 ４３０円 ４３０円 ４３０円 ４３０円

５５０円 ５５０円 １,３７０円 １,３７０円 １，７００円

金額

２００円 石鹸、シャンプー、おしぼり等

３８５円／１袋 洗濯を業者に委託された場合にお支払いいただきます。

２,０００円

１,０００円 個室、２人室をご利用の場合、外泊等にも室料をいただくことになります。

２,０００円 委託業者の理美容サービスを利用された方にお支払いいただきます。

にお支払いいただきます。接種時期にお知らせいたします。

３００円～３，３００円

５,５００円

５,５００円

＊不正受給に対して、給付額の返還に加え、加算金（給付額の最大２倍）が課せられる場合があります。

所得要件

世帯全員（別世帯の配偶者を含みます）が市町村民税非課税の場合が対象です。

＊夫婦のうち、一人だけ施設に入所している場合など、別世帯になっている配偶者の所得も勘案し、配偶者が

　が課税されている場合は、補助の対象外となります。

資産要件

年金収入等８０万円以下（第２段階）の場合、預貯金が単身６５０万円、夫婦１，６５０万円以下

年金収入等８０万超１２０万円以下（第３段階①）の場合、預貯金が単身５５０万円、夫婦１，５５０万円以下

年金収入等１２０万円超（第３段階②）の場合、預貯金が単身５００万円、夫婦１，５００万円以下

＊申請の際、申請日の直近から原則として２ヶ月前までの通帳等の写しの添付が必要になります。

文書作成料

死亡診断書文書料

死後の処置料

＊介護保険負担限度額認定証の適用条件

個室（日額） 個室、２人室のご利用を希望される場合にお支払いいただきます。なお、

２人部屋（日額）

理美容代

インフルエンザ予防接種費 実費
インフルエンザ予防接種に係る費用でインフルエンザ予防接種を希望された場合

教養娯楽費 実費
ペン習字クラブ２０円、脳トレクラブ２０円、ぬり絵クラブ２０円　習字クラブ２０円

工作クラブ５０円、はりえクラブ５０円

洗濯代

特別な室料

居住費（日額）

４人、２人部屋

個室

項目 備考

日用品費（日額）

利用料金表

☆保険給付以外の自己負担金額（介護保険外）

利用者負担段階

食費（日額）

加
算
料
金

自立支援促進に関する評価・支援計画を厚生省に提出し情報を活用した場合

入所者のADL値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況、心身の状況等を厚生省に提出し、情報を活用した場合

（Ⅰ）に加えて疾病の状況や服薬情報を厚生省に提出し、情報を活用した場合

外部の研修を受けた担当者が配置され、安全対策を実施する体制が整備されている場合

介護職員の総数のうち介護福祉士８０％以上、勤続年数１０年以上３５％以上

厚生労働大臣基準の全て適合により、所定単位数に７．５％を乗じる

新興感染症の発生時の対応について厚生労働大臣が定めた３項目について適合している場合

厚生労働大臣が定める感染症に感染した場合、適切な感染対策を行った上で介護サービスを行った場合

医療機関から、３年に１回以上感染性防御等に係る実地指導を受けている場合

下記の要件を満たし、複数のテクノロジー導入、職員間の適切な役割分担の取り組みを行っている場合

生産性向上ガイドラインに基づいた改善活動を継続的に行い、テクノロジーを導入し、年１回データの提供を行う

三月に一回評価を行い結果を厚生省に提出し情報を活用。褥瘡ケア計画を作成し三月に一回見直しする場合

（Ⅰ）の要件を満たしている場合、褥瘡が発生するリスクがある入所者が褥瘡の発生のない場合

六月に一回評価を行い結果を厚生省に提出、情報を活用し支援計画を作成し三月に一回見直しする場合

（Ⅰ）の要件を満たし、要介護状態の軽減が見込まれ、排便・排尿の改善、又はおむつ使用からなしになった場合

（Ⅰ）の要件を満たし、要介護状態の軽減が見込まれ、排便・排尿の改善、かつおむつ使用からなしになった場合


